
３ 罹災法の内容と問題点

安永 次に各論点ごとにお話をいただければと

思います。

山野目 これからあと特に断らない限りは，A

が所有する建物を借りていたBがおり，その

建物が滅失したという場合を想定してご議論

をお願いしたいと思います。

◆優先借家権――― その趣旨

山野目 はじめに〔論点1〕ですが，そのよう

な場合において，Aによって建物の再建がな

されたときに，Bは罹災法14条に従い，Aに

対し建物のBへの賃貸を申し出ることができ，

Aは，正当の事由がない限り，これを拒み得

ない，ということが定められています。これ

は先ほどの小栁さんのお話の中に出てきた布

施弁護士のお話，つまり滅失しても消滅しな

い，というお話が，解釈論として採用可能か

どうかはともかくとして，エスプリとしてそ

ういうものを立法上反映していると見ること

もできます。

ですから，この14条というのは，立法の発

想として十分にあり得るだろうと思います。

ただし，運用上，例えば申出をなすという賃

借人の権利が放棄できるものなのかどうか。

一般には放棄できると解釈されていますけれ

ども，しかし被災現地が混乱しているとき，

放棄があったかなかったかということはいろ

いろ難しいのではないか。

あるいは，14条によって賃貸借の権利が成
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立すること自体はよろしいかもしれませんけ

れども，当事者にとって関心というか利害関

係が大きいのは，いくらで借りることができ

るのかということで，そのことについて，法

制上は15条で「裁判所が定める」と定められ

ているのでしょうが，当事者及び裁判所にと

ってのご苦労がおありだったのではないかと

思いますし，そういった点を含めてお教えい

ただければと思います。

小栁 優先借家権，あるいは新築家屋優先賃

借権とも称すべき権利だと思います。これは

先ほど紹介した「震災と借地借家の法」の歴

史の中では，１番最初に出てくる制度の1つ

です。関東大震災の後，当時の「借地借家臨

時処理法」という法律でこの法律制度を導入

しました。考え方は先ほど山野目さんがおっ

しゃったようなところです。

当時の議論を見ると，これを主導したのが

末弘厳太郎博士です。末弘博士は，震災があ

って復興すると土地の所有者は以前と同じで

あり，借地権も，対抗力は問題が残りますが，

借地権それ自体は建物滅失では消滅はしない，

ところが，借家権のみなくなってしまう，復

興というからには，都市繁栄に重要な役割を

果たしていた借家権も復興せしめなければな

らない，と発言しました。末弘博士が当時の

政府の審議会で活躍し，この制度が法に取り

入れられました。

当時は災害後の東京で，都市環境改善のた

めに，大規模な土地区画整理を実施していま

した。土地区画整理のためには，借家人のバ

ラックへの執着が障害になっていたのです。

借家人がバラックで頑張るのは，そこにいな

いと営業の利益等がなくなってしまうからで

した。そこで優先借家権は，借家人はバラッ

クを退くけれども，新しい家に入れますよと

いうことで，バラック撤去による都市改善を

狙った権利でもありました。ですから，末弘

博士によれば，優先借家権は，都市計画とも

リンクした制度でした。もっとも，実際上，

この制度に関する裁判例はほとんどないので，

あまり役に立たなかったのではないかとも思

います。

戦後に罹災法が制定された時の司法省の帝

国議会想定問答集は，未曾有の住宅難・資材

難という状況下で他人に貸すような家を建て

ることはあまり期待できないが，前の法律に

あったので規定を設けたと述べています。さ

らに，当時は地代家賃統制令もありました。

とはいえ，この制度は，エスプリとしては大

変素晴らしい制度ですし，外国にも類似の制

度があります。フランスでの第2次世界大戦

後の1948年9月1日借家法に同様の規定（70

条）があることをシムレール教授というストラ

スブール大学の先生から教えていただいたこ

とがあります。日本との違いは，建物の滅失

を要件とせずに，再築建物に借家権が移行す

るとしたことです。

阪神・淡路大震災での適用例を見ると，建

物がどういうものになるかがわからないとい

うのが第1の問題点です。借家人にとって使

い勝手の良い建物になるかどうかわからない。

他方，第2の問題は家賃がどうなるかわから

ない。賃借条件が白紙のままで，借家権が設

定されるというのもなかなか難しい権利だな

ということがあります。

戎 優先借家権は最初取っ付きにくいという

か，正直なところよくわかりませんでした。

文献もなくて，当時既に絶版になっていた中

川淳編『判例コンメンタール借地借家法』（三

省堂，1978年）を引っ張り出してきて，どう考

えたらいいのだろうと弁護士仲間でさんざん

議論したことを思い出します。

この権利の特色ですが，第1に，従前の家

主に対して発生する権利ではないという点で

（ ）

〔論点表第一〕

論点1 優先的な建物賃貸借の権利の附与

論点2 優先的な借地権の設定

論点3 優先的な借地権の譲渡

論点4 罹災都市借地借家臨時処理法と

紛争処理
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す。つまり，家主に対して請求するというの

ではなくて，借家があった土地に最初に建つ

建物を誰（借家人以外の）が建てても，その建

てた者に対して請求することができることに

なっています。それまでの賃貸借関係の延長

ではないということです。第三者がいきなり，

元借家人から優先借家権を主張されることも

あるわけです。土地の譲渡をした場合に，土

地の購入者が最初にその土地に建物を建てよ

うとすると，その者に対して請求がなされる

ということがあり，後でまた出てくると思い

ますが，このことが被災地の復興街づくりの

支障になってしまうのです。

第2に，先ほどおっしゃっていましたが，

まず，どのような建物を建てるべきかについ

て借家人が何も言えないという点です。元と

同じ建物を建てなければいけないという縛り

は全くないわけです。店舗の借家人がいてそ

の建物が滅失した場合でも次に建てる建物は

住宅でも構わないということです。結局，建

物を建てれば基本的にいいのであって，それ

が元借家人側の意に添わないような建物であ

っても別にかまわない。

第3に借家条件です。滅失によって借家関

係は終了してしまうのであって，それが復活

するわけでは決してないということになると，

家賃の設定1つ取っても従前の家賃の継続賃

料のような考え方にはならない。原則は新規

家賃ということになるでしょうし，前と違っ

た建物になるという意味でも，また新規家賃

ということになるのだろうと思います。そう

なると，元借家人がこの権利を主張したとし

ても，一体どういう建物が建てられるのかも

まだわからない上に，どういう条件で入れる

のかもわからないということになります。

実は，優先的借家権を行使して自分の住宅

を確保できた元借家人というのは多くないの

です。倒壊した借家は古い木造賃貸住宅が多

かったものですから，それこそ地代家賃統制

令の世界のような低額な家賃で入居していた

借家人がかなりいました。そうすると従前家

賃よりほんのちょっと上がっただけでももう

支払えないということになります。そういう

わけで，罹災法の目的は住宅の確保にあるわ

けですが，実際には罹災法によって元借家人

の住宅が確保されたケースは少なく，罹災法

上の権利の放棄と引換えに生活再建のための

資金を家主などに支払わせることによって住

居を確保していたケースが多かったのです。

現実には優先借家権により住居を確保すると

いう法の目的は達成されませんでした。だか

ら，この権利を廃止しようとなるか，優先借

家権の内容に制約があり過ぎて使えないから

もっと借家権の取得を容易にすべきだとなる

か，2つの方向が考えられると思いますが，現

行法のままだと目的は達成できないと思いま

す。

安永 権利の売買というか，商売するようにな

ってしまう危険性があるわけですよね。

戎 先ほどちょっと言いかけたことですが，街

づくりの現場で問題が出てくるのは，例えば

行政が土地を買収して，そこにいわゆる恒久

公営住宅を建てようとした場合に，それが滅

失した借家がある土地であれば，行政に対し

て優先借家権が行使されることになります。

しかし，行政の公平性の観点から特定の人を

入居させるということはなかなかできない。

元借家人のために公営住宅を建設するという

話になってしまいますので。ですから買収を

する前に売主に対して罹災法上の権利を放棄

させておいて下さいというように言うわけで

す。これは別に公共による買収だけではなく

て，普通の土地，一般の取引でもそうですが，

買う側は優先借家権を行使されると自分が有

効利用しようと思ってもそれを阻害すること

になりますから，必ず放棄させて下さいとい

うことで，放棄書を付けないと買いませんよ

という話になるということです。だからこそ，

先ほど申し上げたように，放棄と引替えにお

金を払うという話になっていくのです。

小栁 この優先借家権は，前回の1953年10

月のジュリスト43号（「不動産セミナー」11頁
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以下）の中でも論じられています。そこでは，

申出の期間に制限がない点が問題にされてい

ます。有泉博士は，「戦災後何年もたってから

焼けたあとへうちが建つ，ひとつおれが借り

ようというのは少し強慾だろう。……この条

文は立法論としては欠陥がある」と述べてい

ます。さらに，更地と思って買って家を建て

たら「おれが先に借りる権利があるのだとい

う者が現われる可能性はある」とも指摘し，

更地売買では買主側に注意が必要だとしてい

ます。

ただ，我妻博士は，罹災借家人が優先借地

権を行使せずに放っておいてその後，土地所

有者が家を建てたとすれば，その場合の優先

借家申出に対して家主は「多くの場合には，

正当な事由で拒絶できる」とも言っています。

既に1950年代でも議論はありました。

戎 遠くの仮設住宅などに移っている場合には

建物の完成前の申出というのは案外難しいも

のです。

元家主から相談を受けたら「借家人にわか

らない間に建ててしまえ」という回答になり

ます。元借家人から相談を受けたら「建物を

建てられたらまずいから，住む気があろうが

なかろうがとにかく内容証明で請求しておけ」

というのが回答になります。

道垣内 もともと借家があった場所に再び建物

が建てられたときには，また借家にするため

の建物を建てた例が多いのですか。それとも，

自分の建物もなくなってしまって，自分の居

住目的で建てたという例が多いのでしょうか。

戎 統計的に把握しているわけではありません

が様々だと思います。ただ，いわゆる貸家の

オーナーもまた被災をしている。いわゆる木

造賃貸住宅ではオーナーが細々とわずかな家

賃だけで食べていらっしゃる高齢者である場

合も多いのです。被災しながら自分の家でも

借家でももう1度再建できるという人は恵ま

れた人です。

◆優先借家権の実態

小栁 公刊された裁判例等（ここで，「公刊され

た」というのは神戸弁護士会〔現兵庫県弁護士

会〕がまとめられた『罹災都市借地借家臨時処理

法非訟事件決定例集』〔神戸弁護士会，1999年〕

も含む）を見ると，クリーニング業やマージャ

ン店，ショッピングセンター内の店舗など，

営業用のものが争われた事例が目立つと思い

目 次
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ます。場所柄も含めて，居住用というよりは

もともと営業賃貸借，営業用の建物であった。

それをまた建て直すときに，一種の場所的な

利益というか，のれんみたいなものを反映さ

せたいという借手側の意向があったのではな

いかと思います。

それは，関東大震災のときからそうだった

のです。関東大震災のときでも，焼け跡をめ

ぐって借家人と地主が争うという例が新聞で

報道されていますが，とりわけ激烈なのは営

業借家の事例なのです。実際上罹災した場所

で再び借家人となることに利益があるのは，

まずもって営業のための権利だろうと思いま

す。居住用借家であれば，現在，居住のため

のいろいろな施策というのは公的な支援で相

当程度可能ではないかと思います。

戎 そういう場所での事例が多いというのは，

１つにはオーナーに資力があるからです。優

先借家権は誰かに建ててもらわないと駄目な

わけです。元の家主にしろ土地の購入者にし

ろ建てる側に資力がなければこの権利は実現

はしませんが，そういう場所の貸家の元オー

ナーというのはそれなりの資力を持っている

ということです。

それに借家人の側も，建てないのなら罹災

法2条で自分が借地して自分が建てるぞとい

うぐらいお金のある元借家人もいます。とい

うことは，オーナーとしては自分で建てて貸

さないと取られてしまうかもしれないという

ことです。

道垣内 もう1点だけ伺います。戦前には東京

でも借家が多かったというのは小栁さんの本

にも書いてありますし，小説などにもよく出

てくる話です。しかし，それはおそらく，一

軒家の借家ですよね。ところが，現在は2階

建て，3階建てのアパートなどがいくらでもあ

るわけです。そういうものに14条・15条がど

のような形で適用されるのかという議論はな

いのでしょうか。つまり，20戸のアパートが

壊れて，新たに10戸建てられますと，20人の

うちの10人しか権利行使できないわけですが，

その優先劣後関係をどのようにして決めるの

か。

戎 複数の借家人からの申出があった場合です

ね。

山野目 16条の割当ての裁判をするのではな

いですか。

戎 結局，前より数が少ないのでみんなが1つ

の住居にというか，1つのところに申し込むこ

とになりますから。

道垣内 一応はそうなわけですが。

山野目 一応，枠組みは準備されているのです

が，現実にそうなったときには難儀ですし，

それを全部裁判所が非訟的にやってくれとい

う色彩がこの法律全体で濃厚なわけです。だ

から，ご指摘になったことは，仕組みは一応

用意されていたとしても，問題であるのは間

違いないと思います。

戎 あとでまた，紛争の解決のところで出てく

ると思います。

小栁 今のお話ですが，関東大震災後，すぐに

できた借地借家臨時処理法でも実は割当ての

規定はあるのです。当時は，長屋が結構多い

ものですから，複数の賃借の申入れが競合す

ることを考えておく必要があったわけです。

この旧法は，もちろん，それ以外に種々の事

情を斟酌するのですが，それがうまくいかな

いとき最後は抽選の方法をもって割当てをな

すという規定があります。こうした割当ては

実際にはワークしにくい制度であり，法律と

しても問題を残すものであるということはそ

のことからも明らかだと思います。

始関 今の点，法律上は割当てという形で整

理がされているようですけれども，実際，阪

神・淡路大震災のとき，割当てが行われた例

というのはあるのでしょうか。先ほど，小栁

さんがご指摘になられた，実際に問題になる

のは営業用の借家であるというお話とも絡ん

で，そういう疑問を感じました。第2次世界

大戦直後の状況とは大きく異なり，阪神・淡

路大震災の時は，居住用の住宅が全壊してし

まって住めない人のためには，国なり地方公
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共団体が力を入れて，とにかくどこか寝る場

所を確保してあげて，その後に，仮設住宅を

いっぱい建てたわけです。長屋とか，いわゆ

る文化住宅が倒壊した例もたくさんあったと

思いますが，そのような家屋に住んでいて震

災に遭われた方は，行政の援助を受けて避難

用の仮設住宅に大体お入りになっている。だ

から，長屋なり文化住宅の土地上に新しい建

物が建ったとしても，そこへみんながこぞっ

て，またもう1回住まわせてくれという請求

はしなかったのではないか。勝手な推測なの

ですが，それに基づいて質問しています。

戎 多くはありませんでしたが全然なかったわ

けでは決してありません。要するに，大規模

な災害が発生してたくさんの住宅が1度に壊

れた際の被災者の住宅をどうやって確保・供

給するかという話ですが，おっしゃったよう

に，当初は災害救助の一環として避難所を用

意し，その後に応急仮設住宅を建設して住居

を確保します。ただ神戸でもそうだったので

すが郊外にしか土地が余っていなくて仮設住

宅が中心市街地から離れた不便なところに建

設されたのですね。中心市街地の元借家人で

あればあるほど元住んでいた便利な場所に帰

りたいという希望が強いので，借家があった

土地に今度新しく賃貸アパートが建つという

ような話を聞きつけると優先借家権を行使す

る。仮設住宅の後に建設される恒久公営住宅

についても同じです。もっとも新たな借家条

件に適応できる借家人に限られますが。

安永 公的な援助によりとりあえずの住まいを

確保できるという意味では，昔と現在とでは

全然状況が違うと思います。したがって，こ

の14条が今日どのような意味を持ち得るかと

いうのは1つの問題です。

狙いとしては，元の場所で暮らす，あるい

は元の場所で営業することをバックアップす

るという意味ではこの条文は今日なお存在理

由があると思います。もちろん，同じ場所で

営業しなくてはいけないという必要があるこ

とが前提です。また，住まいに関し，阪神・

淡路の震災復興の過程で議論になったのは，

高齢者も含めて，そこの場所でみんなで一緒

に暮らしていたコミュニティを復活したい，

そういう中でもとの生活を取り戻したいとい

う要求がありました。それはたぶん，あまり

上手には満たされなかったとは思いますが，

それが重要なことだということは，復興の過

程で随分強く意識されたと思います。

そうすると，この14条というのは，そのよ

うな意味で1つの機能を果たすことができる

のではないかと考えられます。14条はかなり

通常の法制と違う仕組みにはなっているわけ

ですが，そういうところになお今日的な意味

を見出すことができるのではないかと考えま

す。

◆優先借家権は放棄可能か

鎌田 借家人による優先賃借の申出について

「完成前」という不確定な終期しか決まってい

ないことの問題点が指摘されました。ただ，

例えば罹災法適用決定後2カ月というように

決めると，建物の再築が2カ月の期間が過ぎ

た頃に集中していって，制度の実効性が損な

われるおそれもあるので，終期を確定期限に

しないで，正当事由で当事者間の利害を調整

するという現行制度も，立法の在り方として

は，それなりに合理性があると思います。

また，再築に当たって，従前より堅固で良

質な建物にしていくと，居住の安定やコミュ

ニティの維持という観点からは，実際上従前

の家賃水準を期待していた借家人は新建物に

入れないという状況を作り出してしまうとい

う問題が起きてしまうわけです。しかし，震

災前より強い町並みを造るという観点からは，

特に木賃アパート密集地などについて，事前

に優先借家権を放棄させて，グレードの高い

建物を建てていくことが選択できないといけ

ないというジレンマがあります。最初の山野

目さんの問題提起の中で，権利の放棄につい

ては慎重に考えなければいけないのではない

かという趣旨のご発言がありましたが，その

辺りのところと関連するようにも感じました
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ので，少し補足していただければと思います。

山野目 権利の放棄自体，それに否定的とい

うことではありません。被災現地が何分にも

混乱していましたから，権利の放棄ができる

という法律ルール自体はよろしいとしても，

ただ，果たして放棄の意思表示があったのか

どうかについては，認定の上で慎重さが要求

されるのではないかということを申し上げま

した。

戎 元家主との間で罹災法上の権利を放棄し

ますという文書を交わす。その後，土地の譲

渡を受けた新しい土地所有者が建物を建てよ

うとする際に新所有者に対してもう1度罹災

法上の権利を請求したときは，一旦放棄した

から駄目だということでいいのでしょうね。

山野目 それはよいと思います。相手方のある

単独行為ですから，それがきちんと真意でな

されたということになれば有効であって，放

棄がなされたということになるでしょう。

戎 そういう解釈で別によろしいのですよね。

あなたに対して放棄したわけではないという

ことをいう人もおりますので。

山野目 いや，それはないのではないですか。

やはり，一旦，放棄があれば相対的ではなく

て確定的に効力が生じ，しかし，そうである

からこそ認定を慎重にお願いしたいというこ

とです。

戎 認定を慎重にすべきだという点は全くその

とおりだと思います。それから借家条件につ

いてですが，条文上は「相当な借家条件」で

すね。この相当な条件の解釈いかんではやは

り借家権を取得できないという話になります

ので，相当な条件とは何かが問題になります。

従前の条件とは違う。しかし，完全に新規条

件でいいのかというところが被災地でも問題

になりました。貸す側からすると，当然，新

規家賃が入ってくるという前提で事業計画を

立てる。家賃収入で回るということで借入れ

もして建物を建築するわけです。それが新規

家賃ではなかったとなると事業計画が大きく

狂ってしまう。

他方，完全な新規家賃だということになる

と借りられない借家人が出る。決定例や裁判

例では，新規家賃でも従前の継続家賃でもな

いその中間ぐらいでというような決定もあっ

たと思います。

◆優先借家権制度の評価

戎 罹災法14条で元借家人の住居を確保する

というのは現実には非常に難しい。実際に入

居できる元借家人は少ないということです。

住宅政策とも絡むと思うのですが，こういう

災害時の住宅の供給をどういう方法でやるか

がまず問題だと思います。神戸の例だと，公

共による直接供給中心だったわけです。自分

で恒久住宅を建てて，そこに入ってもらう。

しかし，そうではなくて，借家をどんどん建

てて下さい。一定のグレードの借家をそこに

建ててもらったら建設費その他もいろいろ補

助もしましょうというような間接供給が見直

されるべきではないでしょうか。そこに罹災

証明を持った人が罹災借家人として入るので

あれば，家主に対しては家賃補助をすること

によって当初の計画どおりの家賃が入るよう

にする。一方，借家人に対しては，家賃補助

をすることによって少ない負担で入れるよう

にする。間接的に被災地での住宅の供給をす

るというように転換できれば，罹災法上の権

利が活きてくるのではないかと思います。し

かも，元の場所に戻れるということまである

程度実現できる。

小栁 公的な家賃補助付きの民間建築の住宅

と言うと，今ある仕組みだと特定優良賃貸住

宅いわゆる「特優賃」（「特定優良賃貸住宅の供

給の促進に関する法律」）が非常に近いですよね。

特優賃は，入居者負担額がその収入等に応じ

て変わる仕組みになっているわけです。公営

住宅は基本的には公的主体が建設，管理をし

ますが，特優賃ではそこまでの公的関与はし

ない。特優賃は，地主さんが建物を建築する

が，入居者負担額は収入に応じて公共が一部

補助するという公共住宅の制度だと思うので

すが，そういうものは，当時はまだ十分には
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展開していなかったのでしょうか。

戎 特優賃とか特目賃（特定目的賃貸住宅制

度）ですか。

特優賃や特目賃，民借賃（民間借上賃貸住

宅）もありました。基準に達した賃貸住宅を建

ててもらったら，公共が全室借り上げるので

す。借り上げて被災者らを借家人として入れ

てもらい，家賃補助をすることによって回し

ていくという仕組みです。

ただ，これは非常に問題があります。20年

ぐらいの期間で借り上げてやります，という

ことでスタートするのですが，1つの問題点は，

さらっと建てて，さらっと貸すことができな

い。本格的なものを建てないといけないとい

うことがある。とにかく何年か住めるような，

最低限安全なものであればいいということで

あればもっと使われるのだと思います。だか

ら結局建設費がかかる。そのようなものを建

てて，もし，何かのときに空家ばかりになっ

たらどうしてくれるのかということになる。

実際徐々に空家になっていきます。建てた時

は周りに賃貸住宅があまりありませんが，3年

とか5年になりますと賃貸住宅も増えますか

らどんどん歯抜け状態になっていきます。そ

こで何が起こるかというと，例えば20年借り

上げるという約束はあったけれども事情変更

だから解約しますということで，言葉は悪い

ですがブチ切られていくのです。困るのは，

住宅を建てたオーナーです。家賃収入がなく

なると建築費に充てた借入金が返せない。

松岡 オフィス・ビルのサブリース契約の場合

と，問題状況は，共通していますね。

戎 おっしゃるとおりです。結局，泣く泣くそ

のまま建物ごと誰かに安く売ったというよう

な話も結構あります。ですから，特優賃など

の制度があっても，それだけでは間接供給と

しては不十分です。

◆優先借地権――― その概要

山野目 ここまでがいわばオードブルでござい

ましたが，これからが難しい議論をお願いし

なければいけません。すなわち〔論点2〕です

が，今度は建物の所有者であって賃貸人であ

ったAが，自身でその敷地の所有者でもあっ

たという場合において，賃借人であったBは

罹災法2条に従って，Bへの土地の賃貸を申

し出ることができ，Aは正当な事由がない限

り，これを拒み得ないという制度がございま

す。この申出により成立する賃借権たる借地

権の存続期間は，10年を本則として罹災法5

条によって定まることになっております。

この制度は私の見るところ非常に奇怪な制

度でして，従来建物賃借人であった者が，借

地人に，何というのかわからないのですが，

昇格をすることになる制度で，果たしてこう

いう制度が，とりわけ今日的な感覚で受け入

れられるのかということをご議論いただきた

いと思いますし，また，そういう制度の本旨

だけではなく細かく見ていくときにも，不思

議なことがいろいろあるのです。例えば罹災

法5条で10年の存続期間というのは決まるの

ですが，10年が終わったときにどうなるのか，

ということに関しては，これは判例があり，

定期借地権のように更新がなくて終了するの

ではなくて，正当の事由があるかどうかとい

うことを論じ，更新請求をしていく可能性が

あるという解釈になっております。

それはそれとしてわかるのですが，更新さ

れると何年になるのか，という問題を考えた

ときに，正当事由の問題は借地借家法5条・

6条の例によって運用されるのでしょうけれど

も，更新の期間が借地借家法4条の規定によ

って決まるのだろうか。4条の本則である10

年が適用されるのであれば，10年，10年，10

年となっていくので，まだわかるのですが，

最初は10年で始まったものが括弧書の規定で

20年になるというのが何かしっくりしない部

分もありまして，そういうことについては罹

災法には規定が置かれていません。そういっ

た細かな点も含め，全体として非常に私は奇

異な印象を受ける制度です。現地での運用が

どうだったかとか，従来どういう経過で設け

られた制度なのか，その辺りをお教えいただ
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きたいと思います。

併せて〔論点3〕についても申し上げますが，

今度は建物賃貸人だったAが，土地について

は借地権者であったという場合において，賃

借人であったBが，罹災法3条に従って，借

地権のBへの譲渡を請求することができ，正

当な事由がない限り，これを借地権を有する

者は拒むことができないという制度もござい

ます。

◆優先借地権の沿革と趣旨

小栁 優先的な土地賃借権の設定に関する規

定について，多少沿革を紹介したいと思いま

す。これは関東大震災の後に設けられた借地

借家臨時処理法にはなかった規定です。関東

大震災の後にできた借地借家臨時処理法では，

優先借家権はあったけれども，優先的な土地

賃借権は規定されなかったわけです。では戦

災の後の罹災法でなぜ規定されたかというこ

となのですが，それは昭和20年に戦時罹災土

地物件令というものがあり，その後始末とし

て優先借地権が必要になったわけです。戦時

罹災土地物件令は，昭和20年の空襲継続中

に制定されました。空襲がずっと続いていた

当時に，本格建築をするのは適当ではありま

せんでした。再び空襲に遭うことが予想され，

折角建てた家が焼けてしまう可能性があるた

めです。そこで，戦時罹災土地物件令は，本

格的建築は適当ではないとしつつ，焼け出さ

れた借家人等に，土地を臨時に使用してバラ

ックを建てる権利を与えたわけです。

この戦時罹災土地物件令は，昭和20年6

月の戦時緊急措置法という法律に基づき，昭

和20年7月12日から施行されました。終戦

後は，この物件令に基づき，バラックを建て

ようと思えば建てられることになり，旧借家

人がバラックを建てたわけです。ところが，

今度は物件令の根拠になっていた戦時緊急措

置法が廃止されることになり，建てたバラッ

クの底がなくなるというのでしょうか，土地

利用の権原がなくなるおそれが出てきました。

当時は大変な住宅不足，資材不足でしたから，

バラックも貴重でした。そこで，罹災法が制

定され，今バラックを建てている人は土地を

借りることができる，あるいは借地権の上の

バラックであれば，借地権を優先的に譲り受

けることができるとして優先借地権・借地権

優先譲受権を設けたわけです。繰り返します

と，バラックがある所で，バラックに権原を

与える，底を付けるという権利というのが優

先借地権だったのです。

終戦直後は材木等が非常に払底しておりま

すので，どんなバラックであっても大事であ

ったと思われるのです。ところが，その後は，

現在も含めて，更地をめぐって土地の支配を

争うという状況に変化をしてきました。現在

のいろいろな経済社会状況の中で，優先借地

権が適当な制度かというのが問題だと思いま

す。

先ほどから「借家人」という言葉が出てい

ますが，法律の条文では「建物の借主」とな

っており，より正確に言えば，その場合には

使用貸借による借主も含まれるという最高裁

判決もありますので（最判昭和32･11･1民集

11巻12号1842頁），昇格の程度というのは使

用貸借の借主から土地の賃借人とすると，随

分距離があるということになります。もちろ

んそれは地主の拒絶の正当事由という制度で

調整するのだという解釈があり，たしかにそ

れは可能ですが，それは地主から拒絶があっ

た場合に限られます。拒絶がなくて，申出を

して3週間して権利が成立したらどうなのか

というのもあります。

戎 優先的借地権というのは当時非常に問題

になったというか，我々もよくわからなかっ

た条文の1つです。何がわからないかという

と，山野目さんのおっしゃったように，まず

はすごく奇異なものを感じるのです。特に当

時，震災後の焼け太りはいけないという議論

がありましたが，その延長でいうと借家人が

借地人に成り上がるというような，そういう

イメージでこの条文が考えられていた節があ

ります。また升田純参事官（当時）のご著書の
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中で，14条はいいとしても2条・3条という

のは積極的に認めるのではなくて，どちらか

というと，あまり認めないような方向で解釈

すべきなのではないか，というようなニュア

ンスで書かれていたもの（『大規模災害と被災建

物をめぐる諸問題』〔法曹会，1996年〕167頁）

が被災地にも回ってきまして，裁判所にもご

講演に来られてということもあり，被災地全

体としてもそれほど積極的に活用することは

ないのではないか。つまり正当事由をできる

だけ広めに解釈するというような方向が一般

的な捉え方ではなかったかと思います。

◆正当事由の考え方

戎 問題となっていたのは，借地権というよう

な重大な権利が設定されてしまうにもかかわ

らず，拒絶するための時間がわずか3週間し

かないという点です。3週間以内に拒絶の意思

表示がないと，もう承諾したものとみなすと

いうことになりますから，家主からすると非

常に危ない話なのです。あの当時，非常に問

題になったことで，法律相談の数も多かった

ように記憶しています。

正当事由が一体何なのかということですが，

自分で使うのだというようなこと，あるいは

建築上の許可などです。それと付け加えます

と，抵当権が設定されている土地も多かった

ので，結局この規定によって成立するところ

の借地権と，それより前に設定されている抵

当権等との優劣の話。優劣の話とはまた別に，

今度はこの規定によって土地利用権を得た借

地人が建物を建てたというときに，次の段階

で法定地上権の成否ということも問題になろ

うかとは思うのです。抵当権との優劣につい

ては問題がありました。結局優先といっても

それよりも前にある権利に優先するという意

味ではないだろうということで，結局抵当権

がそれ以前にあれば負けてしまうということ

もありまして，そういう解釈であのときはや

っていたと思います。そのことがどうかとい

う議論はあるのかもしれませんが，とりあえ

ず以上です。

小栁 阪神・淡路大震災では，当時の升田参

事官の見解が非常に大きな役割を果たしたと

いうご指摘があったと思うのです。私も阪神・

淡路大震災後の裁判例を見ましても，やはり

そのように思います。阪神・淡路大震災の後

に罹災法について多数の論文が出た中で，升

田参事官は，現在の社会状況ではこのように

考えるべきだ，ということを１番強く指摘さ

れたと思います。

升田参事官の解釈論の特徴は，2点あったと

思います。その1つは，正当事由の判断基準

であり，第2は判断時期です。これらについ

ては，阪神・淡路大震災の前の段階で最高裁

の判例がありました。最高裁昭和29年4月30

日判決（民集8巻4号873頁）は，「罹災都市

借地借家臨時処理法第2条第3項にいわゆる

『正当な事由』があるか否かは，土地所有者及

び賃借申出人がそれぞれその土地の使用を必

要とする程度如何は勿論，双方の側に存する

その他の諸般の事情をも綜合して判定すべき

ものである」として，双方必要度比 説を採

用しています。制定時の帝国議会での質疑で

も同様の説明が政府側からありました。

また，正当事由の存否の標準時については，

最高裁昭和41年4月1日判決（集民83号1

頁）があります。この事件は，御堂筋という大

阪屈指の場所でバラック的な建物の存続を許

すべきかそれとも地主の拒絶に正当事由があ

るかが争われたものです。土地所有者側は，

上告理由で，本件口頭弁論終結時は賃借申出

時から約18年を経過しており，それゆえ，社

会経済事情に重大な変化があり，更に土地有

効利用の必要性が増大している，これらの要

素は，拒絶の正当事由を強めると主張し，「原

判決が正当事由を判断するに当り賃借申出当

時を標準として爾後の社会的経済的事情の変

遷を無視し，利害均衡の対象の 外としたこ

とは，合理性を欠く」と論じました。しかし，

最高裁は，「正当事由の存否については，右賃

借申出の時（したがって右拒絶の意思表示の

時）を標準として決すべきであって，所論の
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ように事実審の口頭弁論終結時を標準とすべ

きものではないことは，前記法条の解釈上疑

いを容れる余地」はないと判示しました。

これに対して，升田参事官は，正当事由の

判断基準については，罹災建物借主の保護は

優先借家権が中心であって，優先借地権は例

外的な場合に考えるべきである，罹災借家人

の保護としては，借家権の取得が原則的な方

法である，と論じたわけです。その理由は，

もし優先借地権を認めると，罹災前に有して

いた権利を超える内容の権利を取得すること

になるから，それだけの合理的な理由，根拠

が必要であるというわけです。特段の事情が

ない限り，土地所有者にその土地の利用を認

める方向で正当事由を運用することが妥当で

あるという点，これが第1点目です。

第2の，正当事由判断の標準時です。地主

は申出から3週間内に正当事由を備えて拒絶

しないといけないということですから，素直

な解釈は，前記最高裁判決のように，申出後

3週間の間に，正当事由を備えることが必要

だ，その後に正当事由を備えても考慮に入れ

ることはできないというものだろうと思いま

す。

ところが，升田参事官は最終的に優先借地

権の成否をめぐる裁判の審理が終結する時点

まで存在し，あるいは予見できる事情を正当

事由に関して考慮することができると解する

ことがより合理的であると積極的な解釈をさ

れたわけです。借り手が申し出て，3週間以内

に地主のほうが建築計画みたいなものを備え

るということは実際問題としては大変難しい

ので，そこはとにかく裁判で争っておいて，

審理の中で地主の計画が具体化していくなり，

代替家屋の提供があるなどの点があれば，そ

れを考慮に入れて判断すればいいというわけ

です。

そして阪神・淡路大震災後の公刊決定例等

を見ると，升田参事官の見解・文言そのもの

を採用したものは見当たらないのですが，そ

れに配慮したものが多いように思われます。

第1の判断基準については，拒絶時に土地所

有者が具体的な建築計画を有していない場合

であっても，代替建物提供などをすれば正当

事由が認められた場合が多いのです（大阪高決

平成8･4･2前掲非訟事件決定例集82頁等）。

終戦後の時期では，土地所有者が建築請負契

約の締結等何らかの具体的行動をとらなけれ

ば，拒絶に正当事由がないとされていたもの

が多いのですが，それに比べて阪神・淡路大

震災時の裁判例は土地所有者有利になってい

ます。

第2の判断時期については，「借地権設定申

出後3週間内に一応事由を示した拒絶の意思

表示がなされた場合，後に拒絶事由が変更に

なっても，当初示された拒絶事由が全く理由

のないもので，変更の経緯も信義則に反する

ようなものであれば格別，そうでない限り，

右変更後の拒絶事由について，そこに示され

ている事情やそれまでに存した事情及び審理

終了時までに判明した事情等諸般の事情を広

く総合的に斟酌して，客観的にみて正当事由

があると認められれば足りると解するのが相

当である」という大阪高裁の決定があります

（大阪高決平成8･5･27前掲非訟事件決定例集

40頁）。ですから，新解釈の影響は大きかった

と思います。こうした決定例と従来の最高裁

判例法理との適合性が問題になるのですが，

当時は「最高裁判所の判例……と相反する判

断がある場合」についての許可抗告の制度（民

訴337条）はなかったのですか。

山野目 民事訴訟法の改正の前ですからね。

小栁 改正の前ですね。当時は，決定について

最高裁に上訴するには，憲法違反の特別抗告

しかなかった。ですから高裁決定について判

例違反で上訴になることはなかったのかもし

れません。とにかくそういうような次第で，

阪神・淡路大震災後では，実質的に地主優位

説，判断時期についてずっと後まで引き延ば

すということで，これも地主に有利にカウン

トする考え方を裁判所は採用しました。

最後に，それからもう1つ判例上重要な問
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題があります。それは，罹災法とは別の民法

一般についての新判例です。先ほど紹介にあ

った土地建物共同抵当の場合について，平成

9年に，最高裁は，法定地上権に関する全体

価値考慮説を採用しました（最判平成9･2･14

民集51巻2号375頁）。もしも，個別価値考慮

説だと，地主が土地建物を所有していて，共

同抵当の場合に，建物だけが滅失して，旧借

家人が建物を建築すると，優先借地権自体は

抵当権に対抗し得なくとも，新しく建築され

た建物について法定地上権が成立する余地が

相当にありました。個別価値考慮説は，この

場合に関する限り，建物存続の意味があった

わけです。ところが，全体価値考慮説ではこ

ういう場合には原則として法定地上権は成立

しないことになります。

以上のように，升田参事官の新解釈2つと

共同抵当についての全体価値考慮説，この3

つで，ほぼ優先借地権は成立する可能性は少

なくなったのではないか，成立するというか，

意味を持つ可能性は少なくなったのではない

かと思っているのです。

◆優先借地権の機能

道垣内 立法過程上は借家人の保護というの

が中心的な目的だったのですか，それともい

わゆる国富を増やす，つまり建物を建てる能

力を持った人に，それが賃借人であっても，

戦災復興等のために建ててもらったほうが，

社会経済上望ましいという考え方が強かった

のでしょうか。

小栁 私がお答えしてよければ，たぶん立法時

の考え方は，とにかく誰でも建てられる人は

建ててくれというような，災害後の復興とい

うのでしょうか，活力ある都市の再建みたい

なものが中心で，災害前の権利関係とのバラ

ンスというのはそれほど重視していなかった

のではないかということを，昭和30年代の借

地借家法改正作業の中で，我妻博士もおっし

ゃっているわけで，そういう傾向はあったの

ではないか。誰かが建物を建てるのだったら

立派だから，その人は建てさせたらいいので

はないかということだと思います。ただ，そ

れは現在の世の中で，とにかく誰でもいいか

ら建物を建てられる人は保護すべきだといえ

るかは難しいところだと思います。

鎌田 その昭和30年代と，罹災法の制定され

た昭和20年代とでは，さらに状況は違うと思

うのです。もともと本法が制定されたときに

は，そんなに立派な建物を建てるというより

も，ともかく雨露をしのげるようなものを作

ってやらなければいけないというところから

始まっているので，それこそ10年もつかもた

ないかのバラックでいいのだという発想だっ

たのだろうと思うのです。そうなると，国富

的観点というのがどこまであったのか少し疑

わしいですし，今日的にはこれを使ってバラ

ックを建てようなどという人は基本的に考え

られないという状況の下で，この制度をどう

運用するかということを考えると，本来，立

法的対処をすべきなのでしょうけれども，そ

の余裕がないという状況の中で，升田参事官

が先ほどから指摘されているような形で一定

の方向付けをしようとしたのも，わからない

わけではないと思います。

小栁 おっしゃるとおりだと思います。

戎 雰囲気としまして14条はまだしも，2条

になるとあまり弱者たる借家人保護というイ

メージはないのです。というのは，高額の権

利金を払って借地権を設定して，かつ自分で

建物を建てられるという，かなり資力のある

元借家人以外は権利行使できませんし，そう

すると借家人といっても株式会社だったりお

金持ちの商売人だったりするのが普通なので

す。成立範囲を拡大するとか弱者を救済しな

ければいけないというような考慮があまり働

いていなかったというのはそういうことでは

なかったかと思います。

小栁 あと，阪神・淡路大震災の直後の神戸

の研究会では法定地上権の成否について相当

熱い議論が交わされていましたよね。

戎 ええ。先ほど小栁さんからご紹介のあった

とおりです。
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◆借地権の設定と譲渡とで状況が異なるか

山野目 この優先借地権の設定の話と譲受け

の話とは，何か問題状況が違うところはある

のですか。大体ほぼ似たようなものだと考え

て，両方とも今日的には疑問だというように

総括してしまっていいのか，何か区別すべき

点があるのか，いかがでしょうか。

小栁 3条の譲受けについての規定ですが，そ

の考え方自体は，2条の土地賃借権設定と同

じように罹災建物の借主の保護を目的として

います。しかし，阪神・淡路大震災後の裁判

例を見ると，今借地権を持っている人が譲り

渡したくないという正当事由紛争よりも，譲

渡そのものは争点ではなく，むしろ借地権譲

渡の対価が問題になっているというものが多

かったように思います。その理由は，土地賃

借権単独の譲渡の困難性です。土地賃借人が

建物を建てていたとして，建物が滅失します

と，民法612条が規定していますように，土

地の所有者，賃貸人の承諾が得られないとす

ると土地賃借権単独の譲渡は難しい。借地借

家法19条の建物の譲渡に伴う土地賃借権譲

渡に対する賃貸人の承諾に代わる裁判所の許

可の制度は，建物が滅失してしまっているの

で使えません。そうすると，罹災借地人にと

っては，ある意味で助かるのは，旧借家人が

土地の賃借権を譲って下さいという借地権優

先譲受権を行使することです。この場合，借

地権を金銭に換えることができるというわけ

です。というわけで，あとは譲渡の対価がい

くらかという紛争が多かったように思います。

罹災法2条の土地賃借権設定とは状況が随分

違うと思いました。立法論的には，単にこの

ような場合には，もっと誰彼構わずに譲渡で

きるという制度がいいということも提言され

ています。この提言では，罹災建物借主保護

というよりも罹災借地権の保護に重点が置か

れることになります。

戎 おっしゃるとおりです。借地人自身が居住

している場合に建物が滅失してしまうと再築

する力のない借地人が借地権を換金するのは

絶望的に困難です。地主が譲渡を承諾するは

ずはないし，借地非訟の代諾許可も建物と一

緒に借地権を譲渡する場合でなければ使えま

せん。しかし，借地人は地代は払わなければ

ならない。払わなければ地代不払いによる解

除が待っていますし，再築できないまま期間

満了を迎えると法定更新もない。ところが，

たまたま借地人が借家人に貸していれば，こ

の3条を使うことによって地主の承諾があっ

たとみなされますから地主の承諾を自ら得る

必要はない。そのうえ建物がなくても換金が

可能であるということになります。ですから，

そういう意味で再築の力のない借地人の保護

のための制度としてはこれは活きる制度にな

ったわけです。たまたま建物を貸していたの

は運が良かったとなるわけです。

安永 制度本来の趣旨はそこにはないのではな

いでしょうか。

戎 本来の趣旨とは違うかもしれませんが実際

はそういうように機能します。

松岡 それと先ほど小栁さんがご指摘になりま

したように，借家人相手に対してだけ譲渡で

きるという限定が，必ずしも合理的ではない

わけですね。

戎 借家人に譲渡する場合だけ地主の承諾は

要らない，そういう意味ですよね。

松岡 その意味で，かろうじて狙ったとおり機

能しているということですかね。

鎌田 だからといって，誰でもいいというふう

にできるかというと，それも難しいですね。

安永 本来，やはり借家人を保護しようという

趣旨で，つまり2条と同趣旨で設けられた規

定なわけですから，借地人を保護しようとい

う趣旨ではないわけです。そうしますと結果

的に借地人が保護されるということはあって

も，誰にでもいいから譲渡できるという権利

を与えるというのは，法の趣旨からはおよそ

離れてくると思います。

山野目 ですから2条と3条は問題状況が共通

しているところと，必ずしも同じでないとこ

ろと両方あるのだと見ておりました。今の議

）

不
動
産
法
セ
ミ
ナ
ー

（

1

（
第

）

6
回

天 ：からの隔たり ㎜＜29.75㎜27.125



論ですと，やはり一番問題が大きいのは2条

の優先借地権の設定で，14条の優先借家権は

いろいろ問題はあるにしても，全部取っ払っ

てしまうということは，もう少し慎重に考え

たほうがよいということかもしれません。3条

の規定は，あるいは場合によっては民法612条

とか借地借家法の19条・20条などとの関係で

の特則としての位置付けも見出しながら，ま

たリフレッシュを考えていくということかも

しれませんし，いずれにしても立法的には何

らかの検討が必要だというご議論になってい

くのでしょうか。

安永 それでは，罹災法2条についてもう少し

議論して下さい。

◆昭和30年代の議論

始関 立法論の話になってきたわけですが，小

栁さんの『震災と借地借家』という本を読ま

せていただいて，この罹災都市借地借家臨時

処理法についても，当時の借地法と借家法と

合わせて，我妻博士を中心に昭和30年代，31

年から39年までという非常に長い期間をかけ

て議論がされていて，詳細がどういうもので

あったかということを，この本で勉強させて

いただきました。それを見ますと，優先借地

権については，一方で，冒頭に山野目さんか

らお話があったように，借家人が借地人にな

るという，いわば震災を奇貨としてそんなふ

うになるのがいいのかという問題意識があっ

た反面，他方で，優先借家権だけでは家主が

新たな家屋を建ててくれなければニッチもサ

ッチもいかないという問題もこれありで，そ

こで当時の検討でもいろいろな案がいわば何

段階にもわたって出されています。優先借地

はやめて，まず優先借家を前提に建てて貸せ

というような請求権の形にしてはどうかとい

うことが議論されたこともあったけれども，

その案については，またそれはそれで非常に

いろいろな問題があるということが明らかに

なって，また戻って優先借地を残さざるを得

ないというようなグルグル回りをさんざんし

た挙げ句，議論がまとまらなかったというこ

とで，昭和39年の法制審議会で問題を先送り

しよう，罹災都市借地借家臨時処理法につい

て改正するのはやめようということになった

という，ごく簡単に言うとそういう経緯だっ

たということをもっと詳しく書いていただい

ていて，非常に興味深く読ませていただきま

した。

優先借地権については借家人が借地になっ

ていいのかという問題は確かにありますが，

しかし，そうかといって，2条・3条を削って

しまって優先借家権だけにしてしまうと，ほ

とんど何の意味もないに近いことにもなりか

ねないので，優先借地権をやめるとすれば，

何か代替措置を考えなければならないのです

が，いい代替措置があるのかというと，昭和

30年代にさんざん検討されたけれども，なか

なか難しいということが明らかになっている

ということを踏まえて，どうすればいいのか。

ただ，昭和30年代における改正の検討も，

後半になってくると，優先借地権なるものは

認めながらも，ちょうど升田参事官が解釈で

示されたようなことの立法論的解決といいま

すか，土地所有者の正当事由がもっと広く認

められるようにするということや，正当事由

の判断の基準時期をもう少し緩やかに考える

というような，そういうことを立法的に取り

入れようという検討がされたようです。だか

ら，優先借地権を残しつつも，例えば裁判例

でもその後出ていますが，代替建物を提供す

れば優先借地の申立てに対する正当事由にな

るとか，そういうような形で，優先借地が認

められる範囲を，升田参事官の解釈で提唱さ

れたような形で狭くしていくというのが，や

るとすれば現実的な立法なのではなかろうか

と，この小栁さんのご著書を読ませていただ

いていて，そんなふうに思ったのですが，い

かがなものでしょうか。

◆どのように2条を評価するか

戎 この権利を行使されると，とにかく自分で

建てないと土地をとられてしまうという感覚

になります。そういう意味で元家主に再築を
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促すという効果がまずあるのです。ですから，

実際には権利金まで出して，しかも自分で建

物を建てるような資力のない借家人でも内容

証明郵便でこの権利を行使するわけです。そ

のことによって，14条で借家を確保するとい

う方向へ誘導するというような機能を果たし

たと思います。

山野目 ですから，2条は何らかの見直しが必

要なのでしょうけれども，2条の見直しをする

ときに，わりと大きな規模の抜本的な見直し

と，2条の小幅なリフレッシュと両方アイディ

アとしてはあるだろうと思うのです。小幅な

リフレッシュというのは，お話があった3週

間を見直すとか，正当事由の扱い方を升田参

事官流のようなものを参考にして，見直して

いくという，先ほど始関さんがおっしゃった

のがあるでしょうし，もう1つはおっしゃる

ように，14条だけ孤立させていたのでは実効

性がないという問題との関係ということでし

ょうか。14条の補完の材料が必要だというと

きに，昭和30年代の日本はその補完の役割を

2条に期待したのでしょうけれども，もう少し

現代的な住宅法制とか都市計画法制を念頭に

置きながら，14条の実効化が別の手段で図ら

れるならば，2条をもっと大きく見直すという

ことがあるでしょうし，その辺りはこれから

両方の可能性をにらみながら検討していく必

要がありましょう。

戎 正当事由の関係で「代替家屋の提供」と

いうのは14条のところでも2条のところでも

ある程度出てくるのですが，ただ感覚的に言

いますと，大規模災害の場合にはその周辺に

住宅が基本的にないのです。代替家屋の提供

ということ自体，不可能を強いるようなとこ

ろが無きにしも非ずです。

安永 2条の趣旨そのものがあまり明確ではな

いですね。立法の時の背景，趣旨は先ほど既

にお話をいただいたのですが，立法の時の一

定の社会状況を背景とした2条の趣旨が現在

においてそのまま当てはまるかというと，ほ

とんど当てはまらないのではないかという気

がします。つまり，例えば借家人の住居等を

確保するという趣旨は，おそらく阪神・淡路

大震災の経験でいえば，公の形で一応の住ま

いなり建物が用意されることで満たされたわ

けであったし，もう1つの趣旨，つまりお金

のある人が建物を建てて都市を復興するのだ

という趣旨が仮に付随的にあったとしても，

秩序なしに建物を建ててもいいかというと，

それはたぶん望まれてはいないわけで，災害

に強い街づくりをしなければいけないわけで

すから，都市の復興という趣旨も，当てはま

らないのではないかと思うのです。

だから，もともとの2条が狙った趣旨が，

現在そのまま当てはまるかというと，当ては

まらなくなっているのではないでしょうか。

今日強いて合理的に2条に意味を与えようと

するのであれば，借家人がその場所でないと

営業ができないというような，つまりその場

所に帰りたい人ということであり，加えて，

地主のほうがおよそ建物を建てて借家として

提供する力が現在ないということであるなど，

いろいろ条件を絞っていかないと妥当な規定

とは言えないのではないかという気がするの

です。

ですから，仮にその2条を今後維持すると

しても，要件面でかなり絞っていかないと，

何でこういう特別な権利を認めているのだと

いうことの説明がつかなくなるのではないか

と私は考えます。

始関 それはおっしゃるとおりだと思います。

私がちょっと言い足りなかったと思うのです

が，我妻博士の時代の検討においても，借家

人が優先借地の申立てをすることができる場

合については，営業を継続するなど，特別の

必要がある場合に限定するということ。それ

から所有者側の正当事由については，先ほど

代替建物の提供ということを申し上げたので

すが，それだけではなくて，いわば14条の逆

というか，相当な建物を地主のほうで建てて，

それを貸してやるからといえば，それはそれ

で正当事由が成り立って，優先借地権は成立
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しないとか，あるいは土地を買い取ってくれ

という請求を土地所有者から逆にできるとか，

そういうようなことも合わせて提言がされて

いたようですので，これは小栁さんの『震災

と借地借家』325頁にまとめていただいている

ことなのですが，そういうような形で特別立

法としての太平洋戦争直後の状況と今とは全

く違うことは事実ですので，相当限定して考

えないといけないのだと思います。

しかし，そういう限定を加える形で，なお

優先借地権を残すという可能性はあるのかな

と。もちろんその場合の都市計画とか，土地

区画整理とか，そういう震災をいわば利用し

て良い街づくりをしようという，そういうイ

ンセンティブもあるわけですから，それと整

合させられるような立法を考えないといけな

いのでしょうけれども，終戦直後とは状況が

変わったから，直ちにこの制度を全部やめて

しまうという括りには，短絡的にはいかない

のではなかろうかということを申し上げたか

ったのです。

◆借地借家法との整合性

安永 あともう1点は効果です。つまり現行の

借地借家法との整合性はおよそ考慮されない

ままで生き残っているわけですから，従前の

借地法を前提とした規定だと理解すれば，現

在の借地借家法との整合性はやはり考えなく

てはいけないということは，合わせて指摘す

べきだと思うのです。

道垣内 改正論議なのか，現在の処理法の解

釈なのかわかりませんが，罹災借家人が建物

を建てなかったらどうなるのですか。

戎 7条があるのです。

寺田 先ほど言われた借地借家法との整合性が

ないというのは，借地借家法4条の括弧の中

のことですね。

この期間についてだけ言えば，実はこの括

弧書は議員修正で加えられたので，もともと

は罹災法とも整合性が付いているつもりだっ

たのですが，この修正があったので，延長部

分の20年が不整合な感じになったのです。こ

れは適用がないという解釈が素直かなと，私

は思います。

山野目 括弧書は寺田さんがご指摘のとおり，

内閣提出の原案にはなくて，議員修正で入っ

たのですが，しかし入ったのは事実なので，

だから，おそらく私も寺田さんの解釈のよう

なのが素直だと思うのですが，ただ，そのこ

とは罹災法には書かれていないですから，そ

ういう問題について，なお理屈としては疑義

が残ります。あと，成立する優先借地権が定

期借地権ではあり得ない，というのが今の一

般的な解釈であると理解していますが，そう

いう論点も，見直しをするのであれば，おそ

らく考えてもよいことだろうと思います。

寺田 それは定期借地権であったほうがいい場

合があるという趣旨ですか。

山野目 はい。

寺田 それは裁判所の判断にかからしめるとい

うことでしょうか。

山野目 裁判所の判断にするかどうするのかと

いうのは，また立法の議論が必要かもしれま

せん。

寺田 今の解釈論としては，原則が定期借地

権でない一般の普通借地権なので，普通借地

権にならざるを得ないかなと私は思います。

安永 普通借地権以外ではあり得ないと思いま

すが，ただ，将来的にもしこの法律を存続さ

せるのであれば，定期借地という制度を含む

借地借家法との整合性を考える必要があるの

ではないかと思います。

寺田 それは正当事由をどこまで状況にマッチ

させて解釈するかということと関連する問題

ではありますね。

鎌田 最初に立法したときは，存続期間関係

については法定更新等も含めて借地法の適用

を排除しようとしたわけではないのですか。

小栁 そうではなかったみたいです。

鎌田 最初の期間は10年に制限するけれども，

それ以上の特例を定めているわけではないと

いうことですか。

小栁 そうですね，罹災法立法当時の帝国議
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会における奥野健一司法省民事局長の説明に

よれば次のとおりです。現在建築されている

建物を見てみると非常に簡単な建物が多く，

長期の存続は考えにくいので借地権の存続期

間は10年が適当である。しかし中には良い建

物があり，そういうものは10年を超えて存続

可能であるから，更新については通常の借地

法の適用を受けることになるというのです。

立法趣旨は，借地権の更新を認めないという

ことではなかったのです。

鎌田 10年の期間が満了する前に建物が朽廃

したときには賃借権が消滅するという趣旨の

ただし書がありますが，そんな建物だけを念

頭に置いていたわけではなくて，しっかりし

た建物を作ってもいいということですね。

小栁 罹災法2条で建物を建てるについては，

仮建築でなければいけない，しっかりしたも

のを作ってはいけないとは書いていません。

鎌田 そうなると，最初の存続期間は10年だ

けれども，あとは普通に借地借家法を，4条括

弧書を含めて，適用したっておかしくないと

いう解釈も十分成り立つと思います。ただし，

現行借地借家法が朽廃による借地権の消滅を

認めていない点は気になります。

山野目 今ご議論のあったところは罹災法の字

面だけを見ると，理屈からいうと左翼から右

翼までいろいろ考えられて，10年で終わりだ

よという解釈が否定されているわけでもない

のですね。それから延びていくときが最初は

20年，10年，10年になっていくというのもあ

り得るし，寺田さんがおっしゃるように括弧

書が外されて10年，10年かもしれない。いず

れにしても明確に書かれていないので疑義が

残ります。更新請求が可能であるというのは

判例（最判昭和36･3･24民集15巻3号572

頁）があるからそれ以降そういう解釈になって

いますけれども，あそこを見直すための立法

論を考えましょうという議論だってあるはず

で，いずれにしても被災という大変な場面に

直面した人たちが，テキストとして見るのに

は，その辺のところがどうなっているかが全

く書かれていなくて，不親切な立法だと思う

のです。

◆罹災法改正の要否

道垣内 立法論としては，仮の建物を建てる権

利というふうに仕組むこともあり得ると思い

ます。

山野目 先ほど左翼から右翼までと申し上げま

したとおり，あり得ると思います。ですから，

それは鎌田さんがちょっと前におっしゃった

ように，どんな建物が建つとイメージをする

かが，当時と今では違うし，今のイメージを

そもそもみんなが共有していますかというこ

とがあるし，それらを議論するところから，

今の議論が決まってくるような気がします。

寺田 この法律は改正しようとすると，先ほど

のような部分的な手直しではなくて，相当大

がかりにならざるを得ないと思います。そも

そも，もう少し都市計画全体の公法的な規制

との兼ね合いで考えないといけないと思いま

すし，仮に私法の枠内で考えるにしても，お

っしゃるように現代においていきなり借家が

借地に切り換わるということまでするのでは

なく，何かもう少しマイルドな解決，事務管

理的要素もあるでしょうし，そういうことが

いろいろ議論になるでしょうから，当然相当

大がかりな改正だと思いますが。

安永 それはおそらく後で議論することになる

と思いますが，集合賃貸住宅の場合に，やは

り同様に適用できるわけですね。その場合に

ついての調整というのは，極めて難しい話に

なってくるわけで，それも含めるとなおさら

このままでは，次に大きな震災が起きたとし

て，混乱を招くだけではないかという気がし

ます。

山野目 集合賃貸住宅というよりは，いわば集

合所有住宅のほうが問題なのです。集合賃貸

は，少し前に道垣内さんがおっしゃったよう

に，難しい問題はあるのですが，一応16条の

割当ての裁判で対処できるのですが，区分所

有になっているところの一部が壊れたときの

優先借地とか優先借家がどうなのですかとい
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う，これはパズルみたいにいろいろな説が成

り立って，法律家の議論としては楽しいので

すが，そんな議論をしていていいのかという

問題があります。

つまり，賃貸アパートの1棟全体を同じ人

が所有していてそれが壊れるときに，再建し

た場合にたくさんの人から申し出られて困り

ますね，というのは問題としてはあるのです

が，それは16条の割当ての裁判の問題です。

ところが，1棟あるときの301号室，302号

室，303号室とみんな所有者が異なります，と

いう状態のときの全部又は一部が滅失したと

きの罹災法の適用関係になると，これがよく

わかりません。

◆罹災法のその他の論点

山野目 それで罹災法のおおよそのところはご

議論いただきましたが，なお若干残っている

ものを拾っておきますと，今度は〔論点4〕と

して，罹災地借地権と言われているものです。

震災のときに借地人であったのが，借地上建

物として所有している建物が壊れたという場

合に，当事者間の関係の問題としてそもそも

借地を続ける意思があるのかどうかというこ

とを12条で催告をして確かめるとか，存続期

間が残り少ないときに11条で手当てをすると

か，あるいはさらに第三者に対する対抗力で

10条で特則が設けられているという問題があ

ります。この辺りは何かご議論があればで結

構ですが，ご指摘があればおっしゃっていた

だきたいと思います。

◆非訟と訴訟の関係

山野目 さらに，もう少し大きなことで全体を

振り返って申し上げますと，優先借地権にせ

よ，優先借家権にせよ，罹災法は非訟手続に

よる処理を予定しているのですが，同時に判

例によりますと，訴訟手続によって例えば優

先借地権の存在確認請求の訴えを扱うという

処理も許容しています。

そうすると，〔論点5〕ということで問題提起

をさせていただきますが，少なくとも理論上

は権利の存否について非訟手続と訴訟手続が

競合するという実際上の問題が起きたり，権

利の存否について非訟手続によるべきではな

いという憲法32条・82条にかかる従来判例法

理との関係などが問われてきたりするであろ

うと思います。

実務上も当時は民事訴訟制度の改革の前で

したので，非訟でいったときには最高裁判所

の判断を仰ぐ余地が非常に狭かった。現在は

許可抗告の制度が設けられましたから，事情

が若干変わっていますが，本質的にそういう

論点はあると思います。

小栁 ここは罹災法の判例法理の中で，一番

問題だと思います。

罹災法は，その紛争解決手続について優先

賃借権等の賃借条件のみならず，その存否を

争う正当事由紛争についてまで非訟手続での

審理を認めています（15条・18条）。そこでの

決定に既判力を与え，後に訴訟手続で蒸し返

すことはできないという仕組みとするとそれ

で合憲かという問題です。そもそも罹災法は，

憲法制定前の立法ですから簡単ではありませ

ん。一応最高裁による合憲判決（最大判昭和

33･3･5民集12巻3号381頁）があるのです

が，これは評判のいい判決ではなかったと思

います。そもそもその時の少数意見は，「借地

権の存否自体の争い即ち本来訴訟事件たる性

質を有する権利関係の重大な紛争までも，非

訟事件にとり入れて憲法上の裁判を受くる権

利を奪う如き，応急立法をしたとは考えられ

ない。」と説得力ある指摘をしています。その

後で，最高裁は，大法廷昭和35年7月6日

判決（民集14巻9号1657頁）で，戦時民事特

別法19条2項，金銭債務臨時調停法7条に

従いなされた調停に代わる裁判は違憲である

と判示しています。そこでの法廷意見は，先

の少数意見のような考え方を採用し，「若し性

質上純然たる訴訟事件につき，当事者の意思

いかんに拘わらず終局的に，事実を確定し当

事者の主張する権利義務の存否を確定するよ

うな裁判が，憲法所定の例外の場合を除き，

公開の法廷における対審及び判決によってな
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されないとするならば，それは憲法82条に違

反すると共に，同32条が基本的人権として裁

判請求権を認めた趣旨をも没却する」と述べ

ています。借地権の存否は，純然たる訴訟事

件だとする議論には説得力がありますので，

先の罹災法についての昭和33年判決での判例

法理の維持は，その後の昭和35年判決を見る

と，現在では難しいと思います。

神戸の弁護士会の先生方にお聞きしたとき

も，戎さんをはじめ権利の存否について非訟

で決めるというのは違和感があるというお話

がありました。

◆罹災地借地権

戎 前半の罹災借地の方ですが，再建する力

のない借地人の保護には役立たないです。先

ほども申し上げたように，建てられなくても

建てる権利はあるわけです。建てられなくて

も地代は払わなければいけない。払えなかっ

たら解除が待っているし，期間満了時に建っ

てなかったら法定更新はしませんし，借地権

だけをお金に換えようと思っても非訟は建物

と一緒でないと借地非訟は使えないというこ

とになります。それに買い取って下さいとい

う買取請求権があるわけでもないから，地主

にいやだと言われれば，それまでということ

で，地主としては借地人が音をあげるまでず

っと待っていればいいということなのです。

あるいは安く買い叩くという話で，災害を契

機に借地権を消せるようになっているのです。

また，12条の公示送達でいわゆる催告がで

きるのですが，これも震災などがありますと，

結構どこにいるかわからないということがあ

り，この公示があまり安易に使われると，知

らない間に借地権が消えてしまうということ

になりかねないということもあります。

後段の非訟か訴訟かという点に関してです

けど，優先的借地権があるかないかというよ

うな争いになっているときには，どちらかと

いうと判決で確定しておきたいです。もちろ

ん条文上は設定とありますから，非訟でもそ

の点は判断されるのでしょうけれども，やは

り判決できちんと確認をしたいというのが実

務的な発想だと思いますし，上訴の点などは

当時は本当にもし上訴で争いたいときに，そ

れができないとなると困るということで，ど

ちらかというと権利の存在そのものが争われ

るときには，やはり訴訟でやったということ

がありました。

しかし，実際には非訟でも訴訟でも，ほぼ

和解的な進行になることも多かったですね。

そういう意味では，実際テーブルに乗せてし

まうと現実の進行はさほど非訟だというか訴

訟だというかで変わらなかったなという印象

です。

安永 対抗力の問題については何かご議論はあ

りませんか。何もしなくても5年間は対抗で

きるという規定で，これはおよそ取引に障害

になるように思うのですが，それについては

阪神・淡路大震災の時には特に何も問題はな

かったのでしょうか。

戎 この規定があるから地主は売れないわけで

すね。だから先ほど言ったように，相手に再

建の力がないなと思えば，待つということな

のです。

松岡 たぶん先ほどご指摘になったように，借

地人は，必ずしも資力があるわけではない場

合が多いですから，この制度は，使い勝手が

悪いわけですが，使われた事例が全くなかっ

たのでしょうか。

戎 無きにしも非ずです。特に震災当初は再築

する権利はまだ期間が残っている以上はある

のですが，ただ再築のための建物代金の融資

を受けようと思ったときに，住宅金融公庫が

地主の承諾を持ってこいと最初は言っていた

のです。ところが，地主はそれを出さないわ

けです。そうすると，再築する権利はあって

も，ローンを組んで再築することができない

ではないかということで，権利があるのだか

ら地主のそういう承諾は要らないはずだとい

うことで，兵庫県弁護士会から抗議を申し入

れて，その結果地主の承諾が要らなくなった

のです。それからこの規定によって，力のあ
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る借地人は再築をすることができたというこ

とで，実際にないわけではないです。

松岡 そのような場合，借地借家法10条です

と，現地に公示する必要があります。これに

対して，優先借地権の場合には，そういう公

示が必要ではない。しかし，第三取得者が登

場すると，借地人は，法律上の理屈では第三

取得者に勝てますが，トラブルが生じる可能

性が非常に大きいでしょう。建物が滅失して

いるときに，優先借地権を公示するため，実

際に立札を立てるなどによって，第三取得者

に警告するという意味での対応策が取られた

ということはないのでしょうか。

戎 被災地を離れることも多いのです。ですか

ら，「○○不動産（株）管理地」の看板ではな

いですが，借地がありますというような立札

を立てていたというケースはもちろんありま

す。事前に紛争を予防しようということです

が。

山野目 今の松岡さんのは立法論も含むのです

か。

松岡 そうです，あくまで立法論ですが，優先

借地権の場合にも，全く公示がなくても良い

とするのではなく，借地借家法10条と少なく

とも符節を合わせるような形で，少しは公示

のことについても考慮をしたほうがいいので

はないかと思います。

山野目 そうですよね。同じ10条でも借地借

家法の10条と罹災法の10条で，かなり乖離

があって，片方は立札を立てて2年で，片方

は立てなくても5年ですからね。

安永 期間5年の保障が本当に必要なのかとい

うのも，考慮する必要があるように思います

けど，いずれにしろ借地権があることを主張

するためには，借地人は5年間賃料を払い続

けていないといけないわけですね。あるいは

理論的な問題かもしれませんが，借地人の側

から契約を離脱できるというか，そういう手

立てを作っておく必要はないのですか。つま

り，黙っていたら地代だけはずっと払い続け

るという義務だけは発生します。

戎 立法論的には借地権の買取請求のような

ものを考えることになりますか。

安永 そうでないと，借地料だけはずっと払う

ということになるでしょう。

戎 地代の支払義務だけが残り続けるというこ

とですね。

安永 権利は要らない，と考える借地人をどう

するか，ということです。

始関 借地契約を終了させる申入れの権利を

考えるという立法論でしょうか。

鎌田 借地借家法8条は更新後の建物滅失の

場合でないと使えないですね。

戎 万一の場合には，大きな事情の変化があっ

たということで解約申入権はあるのではない

ですか。

安永 すぐに借地を終了させることができると

いうことになりますか。

山野目 当然には解約申入権は生じないのでは

ないですか。

安永 期間が定められている場合には，そうで

すね。

寺田 民法の規定により解約権を特約で留保

しておけば，どうですか。

山野目 解約権を留保する合意をしていた場合

には，それに則って解約ができると思うので

すが，していなかった場合が問題です。

罹災法12条の催告を地主がしてくれればい

いのですが，安永さんがおっしゃるのは，借

り手の側からのイニシアティブで，これと同

じ処理にもっていきたいのですよね。

戎 ただ，借地人からわざわざ解約というのは，

結局何の対価もなく出るということですから

あまり考えられないのではないでしょうか。

安永 それは普通はないし，先ほど申し上げた

ように理論的な問題かもしれませんが，理屈

の上では契約が続く限り賃料の支払義務はず

っと続くわけです。建物が倒れてしまったか

らということで放っておいたら，後でドカッ

と請求がくる可能性もあるわけですから。

戎 解除される可能性がありますね。

安永 解除されれば，それはそれで終わるわけ
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ですけれども。

寺田 しかし，通常は，「やめます」と言えば

地主さんは「わかりました」ではないですか。

戎 タダで返ってくるわけですから，それを拒

否する地主はたぶんいないですね。

道垣内 拒否する地主はいないということには

ならないと思います。お互いに建物を建てる

資力はないという事態において，地代だけは

入ってくるという状況が続くわけですから。

松岡 しかし，そのような状況だったら，地主

は土地を売りますよ。

道垣内 借地権をどうやって消滅させるのです

か。

戎 12条で催告するんですか。

松岡 12条によって，借地権を存続させる意

思があるかないかを申し出るように，地主は

借地人に催告してもいいですし，今議論され

ている設定のように，借地人が借地契約を解

消したいと言ってきているとしますと，拒否

する地主がいるとは思えません。借地人の申

出に対して，承諾をすれば，借地契約は合意

解除されて借地権が消滅しますから，地主は，

更地にして売れることになりませんか。

◆罹災法事件の民法研究史への寄与

小栁 この罹災借地権の対抗力なのですが，大

学での民法の授業みたいになるのですが，土

地賃借権に基づく妨害排除についての最高裁

判例法理は，罹災法の所産というところがあ

ります。

考えてみますと，優先借地権にしろ，罹災

借地権にしろ，建物が建っていないと外から

は見えないのですね。普通は建物があって，

建物の登記で公示されているし，事実上も建

物が公示の役割を果たしている。これに対し

て，罹災法事件では，見えない借地権が，そ

の後に土地の賃借権を取得した人に建物を壊

させるということができることになりました

（最判昭和 28･12･18民集 7巻 12号 1515頁

等）。債権である土地の賃借権に基づく妨害排

除請求というのは民法の講義で論点になると

ころですが，これは罹災法事件がきっかけに

なって判例上確立してきた問題ですので，罹

災法は民法理論には大きな貢献をしたのでは

ないかと思っております。

実際問題としては，普通，建物があれば二

重賃貸借事件が起きることはあまりないと思

います。ところが，罹災法事件では，更地が

あって，そこに対抗力がある土地の賃借権が

あって，その後で第2賃借人が建物を建てて

しまう場合があります。この場合には占有訴

権は使いがたいですし，賃貸人が第2賃借権

を設定しているため，第1賃借人は賃貸人の

妨害排除請求権を代位行使することもできま

せん。となると，賃借権そのものに基づく妨

害排除請求が必要になります。罹災法は，こ

ういう紛争事例と法理を提供したというわけ

です。余談でしたが申し上げました。

道垣内 その余談からは授業に対する反省が生

まれますね。つまり，賃借権の妨害者に対す

る賃借人の賃借権に基づく妨害排除というと，

悪い人に対する妨害排除というイメージが出

てきます。ところが，実際には，判決は10条

関連で出てきていることになると，妨害者が

かわいそうだった事件も結構あるのかもしれ

ないと思いまして，この点をきちんと講義を

しなければならないなあ，と反省してしまっ

たのです。このように捉え方も2通りできる

ような気がします。

小栁 なるほど。

◆罹災法の全体的評価

安永 罹災法についていろいろご議論いただき

ましたが，全体について，あるいは罹災法を

将来改正するような問題も含めて，何かご発

言があればお願いします。

寺田 先ほども申し上げたように，阪神大震災

のときに罹災法を適用していいかどうかとい

うことを議論したときに，升田参事官の話も

出ましたが，民事局の中でも，この規定をそ

のまま適用することがいいのかという疑問が

あったことも事実です。これは，私法の枠内

でやらざるを得ないというときにこうならざ

るを得ないなという感じの規定なので，それ
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はそれなりの生い立ちもあるし理由もあるの

ですが，これからを考えるときは，もう少し

国家自体の社会福祉的な側面も組み入れて考

えなければいけないのではないか。現に，神

戸の街中の再開発とこの法律との齟齬という

ことで実務の方は相当悩まれただろうと思い

ますし，極端なことを言えば，ある一角は指

定してしまって，そこはこういう法律の適用

ではなくて，全然別のやり方で居住なり新し

い街づくりをするということも今後は視野に

入れて法律体系全体の見直しをしなければい

けないのではないかという気がいたします。

小栁 私は歴史を勉強しているものですから，

この罹災法を勉強しまして，日本の民事法学

者といいますか，民事法にかかわっている人

は苦労して社会問題にアイディアを出してき

たことを感じました。その結果が，この法律

になっているのではないかと思います。関東

大震災の後でも，末弘博士が優先借家権をつ

くったらどうか，それと都市計画とリンクさ

せて今あるバラックをきれいにしていくよう

にやったらどうかと言い，戦争が終わった後

は，奥野健一氏などが資材不足状況に対応し

た現在の罹災法とその判例法理をつくったわ

けです。

その後は，罹災法が災害適用立法になった

のは，武藤運十郎議員という方が活躍するの

ですが，武藤議員は，若いうちは社会運動に

熱心な弁護士として布施辰治の事務所で働い

ていたという方で，都市災害に必要だとして

議員立法による罹災法改正をいたしました。

昭和30年代には我妻博士を中心に当時の社会

状況の変化に対応した改正をやろうとしまし

た。平成時代は升田参事官が大胆な新しい解

釈を打ち出して，少なくとも，戦後当時その

ままの判例法理を採用すべきではないという

ふうに議論を展開してきているわけです。今

残っている罹災法がそのままでいいかという

ことは別としまして，日本の民事法にかかわ

る人々が，大きな社会問題があったときに従

来の法律の枠を一歩進めて考える勇気がある

ということを，罹災法の歴史は示していると

思うのです。

法律というのは，基本的には国家がつくっ

て適用していくものなのですが，それがうま

くいかないという社会問題があったときに新

しい考え方が展開していったのではないかと

思います。今後も，こういう民事法にかかわ

る方々は，勇気を持って新しい問題に挑戦し

ていただきたいと思っているのです。私は歴

史を学ぶ者ですから，そうした観点から付け

加えました。

（つづく）
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